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平成１９年第３回（４月）みなかみ町議会臨時会会議録

平成１９年４月２０日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号

平成１９年４月２０日（金曜日）午前９時３０分開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 発議第６号 みなかみ町農業委員会委員の推薦について

日程第 ４ 承認第１号 平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）の専決処分

報告について

日程第 ５ 承認第２号 みなかみ町税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について

承認第３号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分報告

について

日程第 ６ 承認第４号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告について

日程第 7 字句等の整理委任について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ

H19-3（4.20）臨時議会
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出席議員（２２人）

１番 前 田 善 成 君 ２番 阿 部 賢 一 君

３番 林 一 彦 君 ４番 山 田 庄 一 君

５番 河 合 生 博 君 ６番 林 喜 美 雄 君

７番 原 澤 良 輝 君 ８番 穂 苅 清 一 君

９番 島 崎 栄 一 君 １０番 髙 橋 市 郎 君

１１番 久 保 秀 雄 君 １２番 小 野 章 一 君

１３番 中 村 正 君 １５番 河 合 幸 雄 君

１６番 鈴 木 勲 君 １７番 森 下 直 君

１８番 根 津 公 安 君 １９番 速 水 一 浩 君

２０番 本 多 秀 侓 君 ２１番 倉 澤 長 男 君

２２番 阿 部 源 三 君 ２３番 傳 田 創 司 君

欠席議員 １４番 鈴 木 幸 久 君

会議録署名議員

９番 島 崎 栄 一 君 １９番 速 水 一 浩 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名

議会事務局長 林 耕 平 議 事 係 長 林 和 也

書 記 深 代 和 恵

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 鈴 木 和 雄 君 副 町 長 腰 越 孝 夫 君

収 入 役 大 川 浩 一 君 教 育 長 登 坂 義 衛 君

総 務 課 長 鬼 頭 春 二 君 水 上 支 所 長 小 野 良 一 君

新 治 支 所 長 山 賀 晃 男 君 総合政策課長 林 昭 君

税 務 課 長 林 文 博 君 保健福祉課長 阿 部 一 司 君

環 境 課 長 阿 部 正 君 農 政 課 長 阿 部 行 雄 君

観光商工課長 木 村 一 夫 君 地域整備課長 若 桑 一 雄 君

上下水道課長 鈴 木 初 夫 君 学校教育課長 石 坂 武 君

生涯学習課長 宮 下 達 男 君
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開 会

午前９時３３分開会

議 長（傳田創司君） おはようございます。

本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ、定刻までにご参集い

ただきまして、誠にありがとうございます。

ただ今の出席議員は、２２名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。

これより平成１９年第３回（４月）みなかみ町議会臨時会を開会いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議

議 長（傳田創司君） これより、本日の会議を開きます 。

本日の会議は、お手元に配布いたしました議事日程のとおりであります。

議事日程により、議事を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長（傳田創司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により議長において指名いたします。

９番 島 崎 栄 一 君、

１９番 速 水 一 浩 君 を指名いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

議 長（傳田創司君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日１日限りとした

い考えであります。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 発議第６号 みなかみ町農業委員会委員の推薦について

議 長（傳田創司君） 日程第３、発議第６号、みなかみ町農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

議 長（傳田創司君） 本案につきましては、みなかみ町農業委員会等に関する法律第１２条第１

項第２号の規定により、議会推薦の農業委員は４人とし、ただ今、朗読いたさせたとおり、
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竹内順一君、真庭靖江君、田原宇一郎君、原澤昭子君、以上の方を推薦するものでありま

す。

お諮りいたします。

議会推薦の農業委員は４人とし、竹内順一君、真庭靖江君、田原宇一郎君、原澤昭子君、

以上４人の方を推薦することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、発議第６号、みなかみ町農業委員会委員の推薦については、竹内順一君、真庭

靖江君、田原宇一郎君、原澤昭子君、以上４人の方を推薦することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 承認第１号 平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）の専決処分

報告について

議 長（傳田創司君） 日程第４、承認第１号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第６

号）の専決処分報告についてを議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

議 長（傳田創司君） 朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

町 長（鈴木和雄君） 承認第１号の専決処分報告について、ご説明申し上げます。

まず、総務費でありますが、昨年の５月より、文化庁の支援を受けて、東京芸術大学と

の連携による「文化芸術による創造の町」支援事業に取り組んできたところであります。

事業の実施に当たりましては、「芸術村設立実行委員会」を立ち上げて、芸大が企画立案

したワークショップを中心に進めてきましたが、講師の日程調整がつかず、一部、文化庁

への申請内容と異なった内容で実施しました。

変更した部分については文化庁の補助対象外となり、他の事業を減額しても、市町村負

担分の経費１００万円の補正が生じました。なお、全体事業費は３９３万２，１８８円で、

文化庁の補助金は２２４万１，７５０円となっております。

次に、農林水産業費でありますが、県が直接地域に配布していた花の苗について、町が

ふるさと農村活性化事業として支出する方法に変更されたことから、１０万５千円の補正

が生じました。歳出補正額は、総務費と農林水産業費を合わせて、１１０万５千円であり

ますが、歳入につきましては、地方消費税交付金８８万３千円と諸収入２２万２千円で手

当させていただきました。

また、既に予算措置されています水上給食センターの屋根修繕工事を、日常業務に支障

を及ぼさないように、休日に執行する必要が生じましたので、繰越明許費を４００万円補

正したところでございます。よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長（傳田創司君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて質疑を終結いたします。

これより承認第１号について討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） 次に賛成討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第１号の討論を終結いたします。

承認第１号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）の専決処分報告につ

いてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第１号、平成１８年度みなかみ町一般会計補正予算（第６号）の専決処分

報告については原案のとおり承認されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 承認第２号 みなかみ町税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について

承認第３号 みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告について

議 長（傳田創司君） 日程第５、承認第２号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例の専決処

分報告について、承認第３号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処

分報告について、以上２件を一括議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

議 長（傳田創司君） 朗読が終了しましたので、町長より一括して提案理由の説明を求めます。

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

町 長（鈴木和雄君） お許しをいただきましたので、承認第２号、承認第３号について、一括し

てご説明申し上げます。

最初に承認第２号についてであります。この度の改正は、地方税法の一部が改正され、

平成１９年３月３０日公布、４月１日施行されたことに伴い、関連する町税条例の一部を

改正し、専決処分をしたところであります。

住民税関係の主な改正内容といたしましては、証券取引法の名称が金融商品取引法に改

正、上場株式等の譲渡益に係る軽減税率の特例の適用期限が１年延長され、特定中小会社

が発行した株式に係る譲渡所得等の２分の１課税の特例の適用期限が２年間延長されたこ

とに伴う所要の措置であり、信託法の改正により、法人課税信託の引受を行う個人につい

て、法人税割の納税義務者に新たに追加する改正であります。

次に、固定資産税関係の主な改正内容といたしましては、住宅のバリアフリー改修工事

に伴う、固定資産税の減額措置が創設され、平成１９年度から平成２１年度までに改修が
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行われた住宅で申告がなされた場合に、１戸当たり１００㎡を限度に、翌年度分に限り、

固定資産税額を３分の１減額する制度であります。

また、鉄軌道用地に関する固定資産評価基準の改正は、鉄軌道用地の利用状況の多様化

は、評価基準の制定当時には想定し得なかったものであり、平成１８年度に鉄軌道用地評

価部会が設置され、その提言に基づき、現行は沿接する土地の価格の３分の１に相当する

価格によっていたが、１９年度は沿接する土地の平成１８年度分の価格に比准する価格と

なる改正であります。次に、たばこ税の主な改正内容は、９５条の本則で定めた税率でな

く、附則第１６条の２で定めた特例税率で課税しておりましたが、この規定を廃止し、特

例税率を本則税率として定めることに伴う改正であります。

次に、租税条約実施特例法の改正があり、日仏租税条約の改正に伴う措置で、居住者が

租税条約の相手国の社会保障制度に保険料を支払った場合、地方税法に規定する社会保険

とみなし、その年の総所得金額から控除する事が出来るようにした規定の整備であります。

次に、承認第３号についてご説明申し上げます。

この度の改正は、地方税法の一部が改正され、平成１９年３月３０日公布、４月１日施

行されたことに伴い、都市計画税条例の関係する部分の改正を行い、専決処分したところ

であります。主な改正内容につきましては、地方税法３４９条３第３２項の削除、法附則

第１５条第３項、２１項、２７項が削除され、この非課税等特別措置は、社会情勢の変化

に伴い見直しが求められ、所期の目的等を概ね達成されたものについて廃止されたことに

伴う改正であります。

次に別表第２関係につきましては、旧水上地区の都市計画区域内の土地について、土地

改良事業の実施により、農用地区域への編入と、一般住宅用地等により農用地区域から除

外され、都市計画区域への編入により、課税区域の改正を行うものであります。

以上が概要であります。よろしくご審議の上、ご承認下さいますようにお願い申し上げ

ます。

議 長（傳田創司君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。

ます、承認第２号について、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第２号の質疑を終結いたします。

次に、承認第３号について、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第３号の質疑を終結いたします。

これより承認第２号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） 次に賛成討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第２号の討論を終結いたします。

承認第２号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例の専決処分報告についてを採決い

たします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第２号、みなかみ町税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について

は原案のとおり承認されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（傳田創司君） これより承認第３号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） 次に賛成討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第３号の討論を終結いたします。

承認第３号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分報告について

を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第３号、みなかみ町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分報告

については原案のとおり承認されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 承認第４号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告について

議 長（傳田創司君） 日程第６、承認第４号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分報告についてを議題といたします。

事務局に議案の朗読をいたさせます。事務局。

（事務局朗読）

議 長（傳田創司君） 朗読が終了しましたので、町長より提案理由の説明を求めます。

町長鈴木和雄君。

（町長 鈴木和雄君登壇）

町 長（鈴木和雄君） 承認第４号について、ご説明申し上げます。

この度の改正は、地方税法の一部が改正され、平成１９年３月３０日公布、４月１日施

行されたことに伴い、国民健康保険税条例の関係する部分の改正を行い、専決処分したと

ころであります。主な改正内容につきましては、第２条第２項及び第１３条第１項中、基

礎課税額に係る課税限度額が、５３万円から、５６万円に引き上げられたことに伴い、改

正されたものであります。以上が主な改正理由であります。よろしくご審議の上、ご承認

下さいますようにお願い申し上げます。

議 長（傳田創司君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて質疑を終結いたします。
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これより承認第４号について、討論に入ります。

まず、反対討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） 次に賛成討論の発言を許します。

（「なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ありませんので、これにて承認第４号の討論を終結いたします。

承認第４号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分報告につ

いてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、承認第４号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

報告については原案のとおり承認されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 字句等の整理委任について

議 長（傳田創司君） 日程第７、字句等の整理委任についてを議題といたします。

お諮りいたします。

今臨時会で議決された案件について、その字句等の整理を要するものについては、会議

規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（傳田創司君） ご異議なしと認めます。

よって、字句等の整理は議長に委任することに決定いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（傳田創司君） 以上で、本臨時会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（傳田創司君） 次期６月定例議会は、６月１３日から６月２１日を予定されております。

この先、議員各位及び当局執行部には、十分健康管理に留意され、町発展のために両者

力を合わせてご尽力下さいますようお願い申し上げます。

これにて平成１９年第３回（４月）みなかみ町議会臨時会を閉会いたします。

本日は大変ご苦労さまでした。

（ ９時５２分 閉会 ）


